
令和５年度第３回静岡県へき地医療支援計画推進会議 次第

令和６年２月 16 日（金） 午後３時～

１ 開会

２ 議事

(1) 第９次静岡県保健医療計画について（資料１）················ Ｐ１

３ 報告事項

(1) へき地医療支援事業実施状況について（資料２）·············· Ｐ16

(2) 中山間地域医療機関等連携強化推進事業について（資料３）····Ｐ19

(3) へき地の医療機関への看護師等の派遣について（資料４）······Ｐ22

４ 閉会



へき地医療支援計画推進会議 委員
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静岡県へき地医療支援機構設置要綱

（目的）

第１条 静岡県における広域的なへき地医療支援事業の企画・調整等を行い、へき地

医療対策に係る各種事業を円滑かつ効率的に実施することを目的として、へき地保

健医療対策等実施要綱（平成１３年５月１６日付け医政発第５２９号厚生労働省医

政局長通知）に基づき静岡県へき地医療支援機構（以下「支援機構」という。）を

置く。

（支援機構の事業）

第２条 支援機構は、県下全域に係る広域的なへき地医療支援計画を策定し、次に掲

げる事業を行うものとする。

(1) 総合的な診療支援事業の企画・調整に関すること。

(2) へき地医療拠点病院（以下「拠点病院」という。）の整備に関すること。

(3) 拠点病院における派遣医師等の確保及び当該人材のへき地診療所等への派遣

業務に係る指導・調整に関すること。

(4) 拠点病院における巡回診療の実施に係る調整に関すること。

(5) 拠点病院の活動評価に関すること。

(6) へき地医療従事者に対する研修計画・プログラムの作成に関すること。

(7) その他へき地医療の支援に関すること。

（へき地医療支援計画推進会議）

第３条 前条に掲げる事業に関する検討、協議を行うため、「へき地医療支援計画推

進会議」（以下「会議」という。）を設置する。

２ 会議の委員は、静岡県医師会、郡市医師会、県、市町、拠点病院等の代表者から

健康福祉部長が委嘱する。

３ 委員の任期は２年間とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。

４ 会議に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

５ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

６ 会長は、必要に応じて会議を招集し、これを主宰する。

７ 会議は、必要に応じ部会を設置することができる。

（専門委員）

第４条 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、会議に専門委員を置

くことができる。

２ 専門委員は、必要と認める者のうちから、健康福祉部長が委嘱する。

３ 前条第３項の規定は、専門委員に準用する。

（支援機構専任担当官）

第５条 へき地医療に係る各種事業の実施を支援するため、支援機構専任担当官（以

下「専任担当官」という。）を置く。

２ 専任担当官は、次の業務を行う。

(1) 支援機構が実施する事業の企画・立案

(2) 拠点病院が実施する個別事業についての指導・助言

(3) 委員会の運営に関する調整

(4) 関係機関との連絡・調整

(5) その他へき地医療を支援するために必要な業務



（事務局）

第６条 支援機構の事務局は、健康福祉部地域医療課に置く。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、支援機構の運営に関し必要な事項は、会長が

定める。

附 則

この要綱は、平成 14 年９月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 21 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 23 年８月 24 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。


